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二次利用・商用利用禁止

１．最低賃金制度について

２．割増賃金率の猶予措置終了について

３．社会保険の適用拡大について

４．賃金請求権の消滅時効の延長
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最低賃金制度について

二次利用・商用利用禁止
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令和４年のポスター

働くすべての方に、
賃金の最低額を保障する制度です。

年齢や、パート・学生アルバイトなどの
働き方の違いにかかわらず適用されます。

地域別最低賃金額は毎年１０月頃に引き
上げられています。

使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払
わなければなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
最低賃金法による罰則（50万円以下の罰金）の適用
もあり得ます。

二次利用・商用利用禁止

最低賃金制度とは？



出典：ジョブメドレー

兵庫県は ８ 位

960 円

東京 1,072 円

大阪 1,023 円

5
二次利用・商用利用禁止

令和４年 全国の最低賃金
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最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。

二次利用・商用利用禁止

最低賃金の対象となる賃金
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(1) 臨時に支払われる賃金（結婚手当など）

(2)１ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）

(3)時間外割増賃金

(4)休日割増賃金 割増賃金

(5)深夜割増賃金

(6) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

◆割増賃金対象となる賃金、社会保険の報酬月額とは異なります。

◆固定残業代は、最低賃金の対象ではありません。

二次利用・商用利用禁止

最低賃金の対象とならない賃金
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比較したい賃金を時間額にして比較

（１）時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額（時間額）

（２）日給の場合

（３）月給の場合

（４）出来高払制 その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制・その他の請負制によって計算された賃金の総額を、
当該賃金計算期間に出来高払制・その他請負制によって労働した
総労働時間数で除して、時間当たりの金額に換算し、最低賃金額
（時間額）と比較する。

二次利用・商用利用禁止

最低賃金との比較方法

≧ 最低賃金額日給÷ １日の平均所定労働時間

≧ 最低賃金額月給÷１か月の平均所定労働時間
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固定給
歩合給
固定給 時間外割増賃金
固定給 深夜割増賃金
歩合給 時間外割増賃金
歩合給 深夜割増賃金

・所定労働時間 １７０時間
・時間外労働時間 ３０時間（うち深夜労働時間 １５時間）
・総労働時間（所定労働時間＋時間外労働時間） ２００時間

① 固定給を所定労働時間で除して時間換算すると、
９１，８００円 ÷ １７０時間 ＝ ５４０円

② 歩合給を総労働時間で除して時間換算すると、

８０，０００円 ÷ ２００時間 ＝ ４００円
③ 上記を合計すると、

５４０円＋４００円 ＝９４０円 ＜ ９６０円

９１，８００円
８０，０００円
２０，２５０円
２，０２５円
３，０００円
１，５００円

兵庫県 最低賃金

９６０円

91,800÷170×1.25×30時間

91,800÷170×0.25×15時間

80,000÷200×0.25×30時間

80,000÷200×0.25×15時間

合計 １９８，５７５円

事例①：固定給＋歩合給制

二次利用・商用利用禁止

最低賃金額以上となっているかチェックしよう①
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歩合給
歩合給 時間外割増賃金
歩合給 深夜割増賃金

・所定労働時間 １７０時間
・時間外労働時間 ３０時間（うち深夜労働時間 １５時間）
・総労働時間（所定労働時間＋時間外労働時間） ２００時間

歩合給の時間当たりの賃金額＝歩合給÷月間総労働時間

２００，０００円 ÷ ２００時間 ＝ １，０００円

１，０００ > ９６０円

２００，０００円
７，５００円
３，７５０円

兵庫県 最低賃金

９６０円

200,000÷200×0.25×30時間
200,000÷200×0.25×15時間

合計 ２１１，２５０円

事例②：オール歩合給

ＯＫ

二次利用・商用利用禁止

最低賃金額以上となっているかチェックしよう②
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最低賃金を下回る契約は
無効となります

最低賃金より低い賃金を定めた労働契約は、

たとえ当事者間で合意したとしても、

その部分については無効となり、

最低賃金と同額の定めをしたものとされます。

二次利用・商用利用禁止

最低賃金を下回る契約はどうなるのか？
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社会保険の適用拡大について

二次利用・商用利用禁止
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二次利用・商用利用禁止

２０２２年１０月から 段階的に
一部のパート・アルバイトの方の
社会保険の加入が義務化されます。

企業の規模

新たに対象となる企業は
段階的に拡大されます

従業員の数え方

現在の厚生年金保険の
適用対象者数です
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二次利用・商用利用禁止

２０２２年１０月から 段階的に
一部のパート・アルバイトの方の
社会保険の加入が義務化されます。

新たな加入対象の条件
以下のすべてに当てはまる パート・アルバイトの方

① 週の所定労働時間が２０時間以上

② 月額賃金が８８，０００円以上

③ ２か月を超える雇用の見込みがある

④ 学生ではない
(休学中や夜間学生は加入対象）
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二次利用・商用利用禁止

扶養に関する年収の壁

従業員年収
従業員の配偶者の
税制上の扶養

従業員本人の
社会保険

従業員本人の
税金

１０３万円

従業員の配偶者の「配偶者
控除（３８万円）」を受け
られる従業員の年収上限。
配偶者の所得税・住民税が
軽減される。

従業員の所得税がかか
らない年収。住民税も
年間数千円程度。

１０６万円

パート先の社会保険加入義
務が発生するボーダーライ
ン（月8.8万）。
企業規模、勤務時間・日数、
雇用期間などの条件を満た
した場合は加入義務あり。

１３０万円

配偶者の社会保険の扶養の
上限。
従業員自身で、国保加入
またはパート先の社会保険
の加入義務。

以下は含まない

①臨時に支払われる賃金

②賞与等の１ヶ月を超える
期間ごとに支払われる賃金

③時間外労働、休日労働
及び深夜労働に対して支払
われる賃金（割増賃金等）

④最低賃金において算入し
ないことを定める賃金（精
皆勤手当、通勤手当
及び家族手当）
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二次利用・商用利用禁止

社会保険加入によるメリット ①
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二次利用・商用利用禁止

社会保険加入によるメリット ②
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二次利用・商用利用禁止
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割増賃金率について

二次利用・商用利用禁止
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種類 支払う条件 割増率

時間外

法定労働時間を超えたとき
（１日８時間・週４０時間等）

２５％以上

時間外労働が限度時間を超え
たとき（１か月45時間・１年360
時間等）

２５％以上
※

時間外労働が
１か月６０時間を超えたとき

（猶予）

２５％以上

休日 法定休日に労働させたとき ３５％以上

深夜
２２時から５時までの間に労働
させたとき

２５％以上

※２５％を超える率とするよう努めることが必要です。

割増率

２５％以上

２５％以上※

５０％以上

３５％以上

２５％以上

２０２３年４月１日から
労働させた時間について

二次利用・商用利用禁止

割増賃金率が変わります
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月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は５０％以上

の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

深夜労働との関係

月６０時間を超える時間外労働を深夜（２２：００～５：００）の
時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率２５％＋時間外割増賃金率
５０％＝７５％ となります。

休日労働との関係

月６０時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働
時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含ま
れます。

二次利用・商用利用禁止

深夜労働・休日労働の取扱い
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第〇〇条 （割増賃金）

時間外労働に対する割増賃金は、以下の割増賃金率に基づき、

次項の計算方法により支給する。

（１）１か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、

次のとおりとする。

①時間外労働６０時間以下･･･････２５%

②時間外労働６０時間超･････････５０%

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。

就業規則の記載例

二次利用・商用利用禁止

就業規則の変更
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賃金請求権の消滅時効の延長

二次利用・商用利用禁止
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２０２０年４月１日以降 ３年に
二次利用・商用利用禁止

未払賃金が請求できる期間
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１

２

３

２０２０年４月１日以降

当面の間３年に

二次利用・商用利用禁止

改正後の時効
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二次利用・商用利用禁止

賃金の請求権

年次有給休暇の時効は
付与日から２年のままです。
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二次利用・商用利用禁止

賃金台帳等の保存期間
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二次利用・商用利用禁止

付加金の請求権



兵庫働き方改革推進支援センター
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二次利用・商用利用禁止


